
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽誘電株式会社 

■申込締切日    ：令和３年１１月３０日（火） 

■ご提出先      ：同封いたしました加入申込票にご記入のうえ、サンヴァーテックス株式会社 ライフサポート課 

へご送付ください。 

（加入申込票の記入方法は同封の加入申込票記入例をご参照ください） 

■ 保険期間     ：令和３年１２月１日午後４時から令和４年１２月１日午後４時までの１年間 

■ 保険料払込方法 ：現役社員…令和４年２月の給与より毎月控除させていただきます。【分割１２回】 

退職者…令和４年２月より毎月指定の口座より引き落としさせていただきます。【分割１２回】 

自動継続方式 

＜自動継続の取扱いについて＞ 
前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集にお
いては前年ご加入の内容に応じたセット・口数での自動継続加入の取扱いとさせていただきます。（年令
の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となりますのでご了承
ください。） 

「太陽誘電グループ総合補償制度」で 
日常生活やスポーツ中の事故によるケガや賠償責任に備えませんか？ 

 日常生活上 
思わぬところにケガ

の危険が… 

＜代理店・扱者＞ 

ｻﾝｳﾞｧｰﾃｯｸｽ株式会社（担当：齋藤・高橋・葛谷（かつや）） 

〒370-0044 群馬県高崎市岩押町 1-15 

ＴＥＬ ： 027－310－7773 

内 線 ： 齋藤 811-26３ 高橋 811-26５ 

               葛谷 811-26４ 

＜引受保険会社＞ 
三井住友海上火災保険株式会社 

群馬支店 高崎支社 

〒370-0045 群馬県高崎市東町 80 

ＴＥＬ ： 027－323－43３２ 

令和３年度版 

自転車通勤者向け 

（交通事故専用プラン） 

大好評です！ 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 団体割引20% 適用 

・日常生活のケガのほか、天災危険補償特約がセットされますので『地震

もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ』も対象となり

ます。 

・傷害入院・傷害通院保険金は１日目からでも支払われます。 

◆こんなときにお役に立ちます 

◆シンプルプラン（個人型）加入限度口数：５口 
①【基本プラン】 

◆ファミリープラン（家族型）加入限度口数：５口 
②【基本プラン】 

プラン名 月払保険料 

（１口あたり） 

保険金額（１口あたり） 

 1,100円 
傷害死亡・後遺障害保険金額    300万円 

傷害入院保険金日額（１日あたり） 3,000円 

傷害通院保険金日額（１日あたり） 2,000円 
（注１） 傷害手術保険金は、入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の１０倍、それ以外の手術の場合は傷害 

入院保険金日額の５倍をお支払いします。 
（注２） 傷害後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の 100％～4％をお支払いします。 
 
●被保険者は、加入申込票記載の被保険者本人となります。 

 

プラン名 月払保険料 

（１口あたり） 

保険金額（１口あたり） 

② 2,340円 

 

傷害死亡・後遺障害保険金額 

傷害入院保険金日額（１日あたり） 

傷害通院保険金日額（１日あたり） 
（注１）傷害手術保険金は、入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の１０倍、それ以外の手術の場合は傷害入院保険

金日額の５倍をお支払いします。 
（注２）傷害後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の 100％～4％をお支払いします。 
 
●被保険者はご本人、配偶者、ご本人または配偶者と同居の親族、ご本人または配偶者と別居の未婚のお子さまとなります。 

「ご本人」とは加入申込票記載の被保険者本人をいいます。 
 

1 

前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。 

（注）④交通事故専用プランは交通事故によるケガのみの補償となります。 

①  

（本人） 

250万円 

3,000円 

2,000円 

 

（配偶者・親族） 

150万円 

1,500円 

900円 

 

傷害保険（団体総合生活補償保険（MS＆AD型）） 

 

階段でのケガ 

日常生活のケガ 

ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞによるケガ 

レジャー中のケガ 

自転車で転んでの

ケガ 

交通事故によるケガ 

自動車にはねられ

てのケガ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆シンプルプラン（個人型）加入限度口数：5 口 
④交通事故によるケガのみ補償【交通事故専用プラン】 
 ～自転車通勤の方にお勧めです！～ 
 
プラン名 月払保険料 

（１口あたり） 

保険金額（１口あたり） 

④ 340円 
傷害死亡・後遺障害保険金額        100万円 

傷害入院保険金日額（１日あたり）    3,000円 

傷害通院保険金日額（１日あたり）    2,000円 
（注１）傷害手術保険金は、入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の１０倍、それ以外の手術の場合は傷害 
    入院保険金日額の５倍をお支払いします。 
（注２）傷害後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の 100％～4％をお支払いします。 
 
●被保険者は、加入申込票記載の被保険者本人となります。 
 
④〔交通事故専用プラン〕には「交通事故危険のみ補償特約」がセットされているため交通事故によるケガに限り保険金をお支払し
ます。 
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◆シンプルプラン（個人型）加入限度口数：５口 
③【入院・通院専用プラン】 

プラン名 月払保険料 

（１口あたり） 

保険金額（１口あたり） 

③ 760円 
傷害入院保険金日額（１日あたり）  3,000円 

傷害通院保険金日額（１日あたり）  2,000円 
（注）傷害手術保険金は、入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の１０倍、それ以外の手術の場合は傷害 

入院保険金日額の５倍をお支払いします。 
 
●被保険者は、加入申込票記載の被保険者本人となります。 

保険料を抑えたい場合 

③【入院・通院専用プラン】と④【交通事故専用プラン】 

はいかがでしょう！ 

 



 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

団体割引20％ 適用 

◆こんなときにお役に立ちます 

病気やケガで仕事を休まなければならないときの収入の減少 
を最高１年間（免責期間 4 日間）補償します。 

 

①ケガだけでなく、病気による就業不能も補償します！ 

②入院はもちろん、自宅安静療養（医師の指示必要）も対象。 

③ご加入の際、医師による診査は不要！（自己告知のみ） 

お支払い例 ～その１～ 

４２才 ２口加入の方が胃潰瘍で入院 
７／1～７／２２まで会社を休んだ場合 

 

●お支払い対象期間 

２２日－免責期間４日間＝１８日 

 

●お支払いする保険金 

１０万円×    ＝６０，０００円 

 

１口あたり保険金額 月額 5 万円 

 

年令 

（令和 3 年 12 月１日時点） 

１口あたり 

月払保険料 

１５～１９才 ２４５円 

２０～２４ ３６５円 

２５～２９ ４００円 

３０～３４ ４９０円 

３５～３９ ５８０円 

４０～４４ ７２０円 

４５～４９ ８４０円 

５０～５４ ９７５円 

５５～５９ １，０２５円 

６０～６４ １，０７５円 

 

＊前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継
続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入

の内容に応じたセット・口数での自動継続加入の取扱いとさせ
ていただきます。（年令の進行により保険料表の年令区分が変
わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となりますのでご

了承ください。） 
＊脱退される（継続しない）場合はお申し出ください。 
 
※所得補償保険にご加入いただけるのは、現在お働きになってい
る方で、保険始期日時点で満１５才以上６４才以下の方に限り
ます。 

※保険金額（ご契約金額）の設定について 
保険金額の設定については、被保険者が加入されている公的医
療保険制度の給付内容をご勘案いただいたうえで、平均月間所
得額の５０％以下となる保険金額をお決めください。（就業不
能にかかわらず得られる年金、利子、配当、不動産賃貸料など
は平均月間所得額に含めることはできません。）なお、保険金
額が平均月間所得額を超えている場合には、その超えた部分に
ついては保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 

※左記は職種級別１級（事務系会社員、医師、小・中学校教員等）
の保険料です。それ以外のご職業の場合には代理店・扱者また
は引受保険会社までお問い合わせください。 

お支払い例 ～その２～ 

３８才 ３口加入の方が交通事故で入院 
８／1～１１／２２まで会社を休んだ場合 

 

●お支払い対象期間 

３か月２２日－免責期間４日間＝３か月１８日 

●お支払いする保険金 

１５万円×３＋１５万円× 
 
＝５４０，０００円 

 

１８ 
３０ 

１８ 
３０ 

（てん補期間 １年 ／ 免責期間４日） 

■万一事故にあわれたら 
（1）就業不能期間が始まったときは、３０日以内にサンヴァーテックス株式会社（代理店）または引受保険会社へ、病気またはケガの状
況や程度をご通知ください。正当な理由がなくご通知がない場合には、保険金をお支払いできないこともありますのでご注意ください。 

（２）所得補償保険金を請求される場合には、原則として所得を証明する所定の書類をご提出いただきます。 

◆保険金額および保険料（加入限度口数：６口） 

  Ｄプラン 
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〈自動継続の取扱いについて〉 

前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。 

 

所得補償保険 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体割引20% 適用 

ゴルフプレー中の他人に対する賠償責任、ゴルファー自身の
傷害、ゴルフクラブの破損・盗難等の用品損害、ホールイン
ワン・アルバトロス費用補償をワンセットにした保険です。 

プラン名 月払保険料 保険金額・支払限度額 

50 ４３０円 

ゴルファー賠償責任保険金額       １億円 
傷害死亡・後遺障害保険金額    ４００万円 
傷害入院保険金（日額）       ２，０００円 
傷害通院保険金（日額）       １，０００円 
ゴルフ用品保険金額            １５万円 
ホールインワン・アルバトロス費用保険金額３０万円 

51 ７００円 

ゴルファー賠償責任保険金額       ２億円 
傷害死亡・後遺障害保険金額    ６００万円 
傷害入院保険金（日額）       ３，０００円 
傷害通院保険金（日額）       ２，０００円 
ゴルフ用品保険金額            ３０万円 
ホールインワン・アルバトロス費用保険金額５０万円 

52 ３１０円 

ゴルファー賠償責任保険金額       ２億円 
傷害死亡・後遺障害保険金額    ２５０万円 
傷害入院保険金（日額）       ２，０００円 
傷害通院保険金（日額）       １，０００円 
ゴルフ用品保険金額            １０万円 
ホールインワン・アルバトロス費用保険金額２０万円 

53 ４７０円 

ゴルファー賠償責任保険金額       ２億円 
傷害死亡・後遺障害保険金額    ５００万円 
傷害入院保険金（日額）       ３，０００円 
傷害通院保険金（日額）       ２，０００円 
ゴルフ用品保険金額            ２０万円 
ホールインワン・アルバトロス費用保険金額３０万円 

54 ６２０円 

ゴルファー賠償責任保険金額       ２億円 
傷害死亡・後遺障害保険金額    １，０００万円 
傷害入院保険金（日額）       ３，０００円 
傷害通院保険金（日額）       ２，０００円 
ゴルフ用品保険金額            ３０万円 
ホールインワン・アルバトロス費用保険金額４０万円 

※免責金額はありません。 

（注１） 傷害手術保険金は、入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の１０倍、それ以外の手術の場合は傷害 
入院保険金日額の５倍をお支払いします。 

（注２） 傷害後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の 100％～4％をお支払いします。 
 

ゴルファー賠償責任 

プレー中や練習中に、他のプレーヤー、キ
ャディ、ゴルフ場従業員など他人にあやま
ってケガをさせたり、他人のモノ（ゴルフ
カート等、他人から借りたり預かったりし
た物を除きます。）を壊したため、法律上
の損害賠償責任を負った場合に保険金を
お支払いします。 
※賠償責任の詳細につきましては、29 ページを
ご参照ください。 

ゴルファー傷害 

ゴルフ場や練習場敷地内でプレー中に、ボ
ールが身体に当たったり、木の根につまず
いたりするなど急激かつ偶然な外来の事
故により被保険者自身がケガをされた場
合に、傷害保険金をお支払いします。 
※傷害の詳細につきましては、29 ページ～31

ページをご参照ください。 

ゴルフ用品 

ゴルフ場や練習場敷地内で、被保険者が所
有するクラブやバッグなどのゴルフ用品
が盗まれた場合や、被保険者が所有するク
ラブのシャフトが折れたり、曲がったりし
た場合、保険金額を限度に修理費等の損害
の額をお支払いします。 
※ゴルフ用品の詳細につきましては、31 ページ
をご参照ください。 

ホールインワン・アルバトロス費用 

日本国内のゴルフ場において、被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成し、そのための祝賀会や記念品購入等
の費用がかかった場合、保険金をお支払いいたします。 
請求書類として、必ずホールインワンまたはアルバトロス証明書が必要となります。ご請求される場合はパンフレット表紙
記載のサンヴァーテックス株式会社（代理店）担当までご連絡ください。   
【注意事項】 

・原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。 
・複数の保険(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)にご加入いただいても、お支払額はそのうちのもっとも高い保険金額が限度と
なります。 

※ホールインワン・アルバトロス費用の詳細につきましては、３2 ページをご参照ください。 
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ゴルファー補償 

（団体総合生活補償保険（ゴルファープラン）） 前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆こんなときにお役に立ちます 

日本国内での日常生活におけるさまざまな賠償事故を補償します。 

 

 

団体割引20% 適用 

プラン名 月々の保険料 
日常生活賠償 

保険金額 

⑳ １２０円 １億円 

※免責金額はありません。 

●加入申込票に被保険者ご本人欄に本人として記名したご本人に加え、ご家族の方（ご本人の配偶者・ご本人またはその配偶者 
と同居の親族、ご本人またはその配偶者と別居の未婚の子）も自動的に被保険者となります。 

被保険者の詳細は 36 ページをご参照ください。 

ショッピング中に 
あやまって店の商
品を壊した 

自転車でぶつかって 
他人にケガをさせた 

子どもがあやまって 
他人の家の壁を壊した。 

前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。 

日常生活賠償補償 

（団体総合生活補償保険（日常生活賠償プラン）） 

5 



傷害保険の個人型へオプションとして追加できます！

※１口の場合。（３口までご加入できます。）
親御様が要介護状態となり、その要介護状態が90日を超えて継続した場合に一時金を親御様にお支払いします。

超高齢社会到来!!

親御様に介護が必要になったら…

要介護状態となった場合、１００万円※お支払いします。

この特約は、介護のため一時的に必要となる費
用（介護用品・住宅リフォーム費用等）に充当
することを目的とした特約です。

親介護一時金支払特約を

おすすめします！

あぁ、
お金がかかるなぁ…

せめて
経済的な援助をしたいわ

親御様と一緒に暮らすご主人 親御様と離れて暮らす奥さん

面倒を見ないといけないよなぁ。
でも、日中は働いているし、

家内に負担掛けることになるのかぁ？

歩けない場合、車いすも準備しないと。

入浴の手助けがいるだろうから、
お風呂も広くしないといけないなぁ。

重い介護状態だと、有料老人ホームに
入ってもらうことも考えないと・・・

まとまった入居費用がかかるんだろうなぁ。

私の親は離れて暮らしているから、
なかなか面倒見れないわ。

親と同居の弟夫婦に頼り切りになってしまいそう。

ただでさえ
介護にはお金がかかるでしょうし
弟夫婦のこどもたちも
たしか今年から大学よね

いろんな思いを馳せるそんなあなたに！

ご検討ください！
おすすめ特約！
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＜ 介護にかかる費用 ＞

介護環境を整えるためのまとまった一時金が必要です。

平均 91.3 万円

＜ 要介護（要支援）認定者の推移 ＞

要介護（要支援）認定者は年々増加傾向にあります。

(万人)

【出典】

（左）厚生労働省「介護給付費実態調査月報-各年4月審査分」 （右）生命保険文化センター 「平成30年度生命保険に関する全国実態調査」

要介護状態※が90日を超えて継続した場合、親介護一時金額の全額を親御様にお支払いします。

※要介護状態とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。

●公的介護保険制度に基づく要介護３以上の認定を受けた状態
●上記以外で特約記載の所定の状態に該当した場合

親御様は、この特約（オプション）のみにご加入いただくことが可能です。

●基本補償にご加入いただく被保険者の親御様（姻族を含みます。２名までとなります。）
を補償の対象者とすることができます。

親御様は、満 84才までご加入いただけます。

ご不明な点がありましたら、取扱代理店。
もしくは引受保険会社までお問い合わせください。

親介護一時金支払特約は、傷害保険（団体総合生活補償保険（MS＆AD型））・シンプル
プラン（個人型）にオプションとしてセットしていただきます。
（注）オプションのみのご加入はできません。

身近にせまる介護リスクと介護にかかる費用

●健康状態に関する質問にご回答いただくだけでご加入いただけます。
（被保険者ご本人に代理でご署名いただきます。）

●親御様の基本補償部分へのご加入、同居の有無は問いません。

１.
POINT

２.

３.

POINT

POINT

初期にかかる費用（一時費用）

住宅改造や介護用ベッドの購入等、一時的にかかった費用

●福祉用具の購入費用
●住宅の改修費 等 平均 69万円

◆保険料（1口あたり親介護一時金額100万円。3口を限度とします。）

40～44才 10円
45～49才 10円
50～54才 30円
55～59才 70円
60～64才 150円
65～69才 340円
70～74才 760円
75～79才 1,640円
80～84才 4,200円 7

親の年令（令和3年12月1日時点） １口あたり月払保険料（親一人あたり）

※本特約をセットできる基本プラン（プラン①・③・④）
プラン名：Ｅプラン



 

【傷害保険（団体総合生活補償保険（ＭＳ＆ＡＤ型））】 

保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額 

※印を付した用語については、１４ページ～１６ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時

のみ※印を付しています。） 

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傷

害

保

険

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傷害死亡保険金 

★傷害補償（ＭＳ

＆ＡＤ型）特約 

保険期間中の事故によるケガ※のため、事

故の発生の日からその日を含めて 

１８０日以内に死亡された場合 

（注）④プランには交通事故危険のみ補 

償特約がセットされているため、交

通事故※によるケガに限り保険金を

お支払いします。 

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 

（注１）傷害死亡保険金受取人（定めなかった 

場合は被保険者の法定相続人）にお支払いし 

ます。 

（注２）既にお支払いした傷害後遺障害保険金が

ある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から

既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を

差し引いた額をお支払いします。 

傷害後遺障害保険

金 

★傷害補償（ＭＳ

＆ＡＤ型）特約 

保険期間中の事故によるケガ※のため、事

故の発生の日からその日を含めて 

１８０日以内に後遺障害※が発生した場合 

（注）④プランには交通事故危険のみ補償

特約がセットされているため、交通

事故※によるケガに限り保険金をお

支払いします。 

傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険

金支払割合（４％～１００％） 

（注１）政府労災保険に準じた等級区分ごとに定

められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険

金をお支払いします。 

（注２）被保険者が事故の発生の日からその日を

含めて１８０日を超えてなお治療※を要する状

態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生

の日からその日を含めて１８１日目における

医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定

して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 

（注３）同一の部位に後遺障害を加重された場合

は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割

合を控除して、保険金をお支払いします。 

（注４）既にお支払いした傷害後遺障害保険金が

ある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から

既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を

差し引いた額が限度となります。また、保険期

間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金

は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となり

ます。 

傷害入院保険金 

★傷害補償（ＭＳ

＆ＡＤ型）特約 

 

 

 

 

保険期間中の事故によるケガ※のため、入

院※された場合（以下、この状態を「傷害

入院」といいます。） 

（注）④プランには交通事故危険のみ補償

特約がセットされているため、 

（次ページへ続く） 

 

傷害入院保険金日額×傷害入院の日数 

（注１）傷害入院の日数には以下の日数を含み

ません。 

・事故の発生の日からその日を含めて支払対象

期間※（１，０９５日）が満了した日の翌 

（次ページへ続く） 
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保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傷

害

保

険

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傷害入院保険金 

★傷害補償（ＭＳ

＆ＡＤ型）特約 

 

（前ページからの続き） 

交通事故※によるケガに限り保険金をお支

払いします。 

 

 

 

（前ページからの続き） 

日以降の傷害入院の日数 

・１事故に基づく傷害入院について、傷害入院

保険金を支払うべき日数の合計が支払限度

日数※（１８０日）に到達した日の翌日以降

の傷害入院の日数 

（注２）傷害入院保険金をお支払いする期間中に

さらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いす

る場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷

害入院保険金を重ねてはお支払いしません。 

傷害手術保険金 

★傷害補償（ＭＳ

＆ＡＤ型）特約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険期間中の事故によるケガ※の治療※の

ため、傷害入院保険金の支払対象期間※

（１，０９５日）中に手術※を受けられた

場合 

（注）④プランには交通事故危険のみ補 

償特約がセットされているため、交

通事故※によるケガに限り保険金を

お支払いします。 

１回の手術※について、次の額をお支払いします。 

①  入院※中に受けた手術の場合 

傷害入院保険金日額×１０ 

②  ①以外の手術の場合 

傷害入院保険金日額×５ 

（注）次に該当する場合のお支払方法は下記のと

おりとなります。 

① 同一の日に複数回の手術を受けた場合 

傷害手術保険金の額の高いいずれか１つ

の手術についてのみ保険金をお支払いしま

す。 

② １回の手術を２日以上にわたって受けた

場合 

その手術の開始日についてのみ手術を受

けたものとします。 

③ 医科診療報酬点数表に手術料が１日につ

き算定されるものとして定められている手

術に該当する場合 

その手術の開始日についてのみ手術を受

けたものとします。 

④ 医科診療報酬点数表において、一連の  

治療※過程で複数回実施しても手術料が１回

のみ算定されるものとして定められている

区分番号に該当する手術について、被保険者

が同一の区分番号に該当する手術を複数回

受けた場合その手術に対して傷害手術保険

金が支払われることとなった直前の手術を

受けた日からその日を含めて１４日以内に

受けた手術に対しては、保険金をお支払いし

ません。 
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保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 

 

 

 

 

 

 

傷

害

保

険

金 

傷害通院保険金 

★傷害補償（ＭＳ

＆ＡＤ型）特約 

保険期間中の事故によるケガ※のため、通

院※された場合（以下、この状態を「傷害

通院」といいます。） 

（注１）通院されない場合で、骨折、脱臼、 

靱（じん）帯損傷等のケガを被った

所定の部位※を固定するために医師※

の指示によりギプス等※を常時装着

したときは、その日数について傷害

通院したものとみなします。 

（注２）④プランには交通事故危険のみ補

償特約がセットされているため、交

通事故※によるケガに限り保険金を

お支払いします。 

 

傷害通院保険金日額×傷害通院の日数 

 

（注１）傷害通院の日数には以下の日数を含みま

せん。 

・事故の発生の日からその日を含めて支払対象

期間※（１８０日）が満了した日の翌日以降

の傷害通院の日数 

・１事故に基づく傷害通院について、傷害通院

保険金を支払うべき日数の合計が支払限度

日数※（９０日）に到達した日の翌日以降の

傷害通院の日数 

（注２）傷害入院保険金をお支払いする期間中に

傷害通院された場合は、傷害通院保険金をお支

払いしません。 

（注３）傷害通院保険金をお支払いする期間中に

さらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いす

る場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷

害通院保険金を重ねてはお支払いしません。 

親介護一時金 

親介護 

★親介護一時金支払特

約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険期間中に、特約被保険者（＊）が要介護

状態（要介護３以上の状態）※となり、 

９０日を超えて継続した場合 

(＊)普通保険約款の被保険者の親（姻族を

含みます。）のうち、この特約の被保険

者として加入者証等に記載された方を

いいます。 

（注１）【継続加入において、継続前後で

ご契約のお支払条件が異なる場合のご

注意】 

親が要介護状態となった場合に補償す

る加入タイプに継続加入の場合で、要介

護状態の原因となった事由が発生した

時がこの保険契約の保険期間の開始時

より前であるときは、保険金のお支払額

は次の①または②の金額のうち、いずれ

か低い金額となります。 

① 要介護状態の原因となった事由が

発生した時の保険契約のお支払条件

で算出した金額 

 

（次ページへ続く） 

親介護一時金額の全額 

 

（注）親介護一時金をお支払いした場合、この特

約は失効します。 
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保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 

親介護一時金 

親介護 

★親介護一時金支払特

約 

 

（前ページからの続き） 

② この保険契約のお支払条件で算出

した金額 

ただし、要介護状態の原因となった事

由が発生した時が、その要介護状態の

要介護状態開始日からご加入の継続

する期間を遡及して１年以前である

ときは、②により算出した金額をお支

払いします。 

（注２）特約被保険者が保険金請求者とな 

ります。なお、特約被保険者に保 

険金を請求できない事情がある 

場合は、同居または生計を共にす 

る配偶者等が保険金を請求でき 

ることがあります。詳細は１８ペ 

ージの＜代理請求人について＞ 

をご覧ください。 
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保険金をお支払いしない主な場合 

 

保険金の種類 保険金をお支払いしない主な場合 

 

 

 

 

 

 

 

傷

害

保

険

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傷害死亡保険金 

傷害後遺障害保険 

金 

傷害入院保険金 

傷害手術保険金 

傷害通院保険金 

★傷害補償（ＭＳ＆

ＡＤ型）特約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による

ケガ※ 

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ 

●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ 

●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ 

●妊娠、出産、早産または流産によるケガ 

●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置

によるケガ 

●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ（テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等

免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。） 

●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ 

●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場

合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ 

●入浴中の溺水※（ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した

場合には、保険金をお支払いします。） 

●原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）※によって発生した肺炎 

●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ 

●別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ 

●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ               など 

（注）細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 

交通事故危険のみ補償特約をセットする場合（④プラン） 

上記に追加さ

れる事由 

●交通乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ 

●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業 

または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理 

点検、整備または清掃作業中のケガ 

●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ 

●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ 

●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦して 

いる間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガ   

など 

上記から 

除外される事

由 

●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ 

●別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ 

●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ 
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保険金の種類 保険金をお支払いしない主な場合 

親介護一時金 

親介護 

★親介護一時金支払特

約 

 

 

●保険契約者、特約被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失に

よる要介護状態 

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による要介護状態 

●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※中の事故による要介護状態 

●麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用による要介護状態（ただし、治療※を目

的として医師※がこれらのものを用いた場合は、保険金をお支払いします。） 

●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用による要介護状態（ただし、治療を目的と

して医師が薬物を用いた場合は、保険金をお支払いします。） 

●戦争、その他の変乱※、暴動による要介護状態（テロ行為による要介護状態は、条件

付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。） 

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による要介護状態 

●核燃料物質等の放射性・爆発性等による要介護状態 

●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場

合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ 

など 

（注）保険期間の開始時（＊１）より前に要介護状態の原因となった事由（＊２）が生じた場合は、保険金をお支

払いしません。 

ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、要介護状態の原因となった事由（＊２）

が生じた時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して１年以前

であるときは、親介護一時金をお支払いします。 

（＊１）この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間

の開始時をいいます。 

（＊２）公的介護保険制度※を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が生じた場合を含

みます。 

 

補償対象外となる運動等 

山岳登はん（＊１）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊２）操縦（＊３）、スカイダイビング、ハンググラ

イダー搭乗、超軽量動力機（＊４）搭乗、ジャイロプレーン搭乗 

その他これらに類する危険な運動 

（＊１）ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング（フリークラ

イミングを含み、登る壁の高さが５ｍ以下であるボルダリングは含みません。）をいいます。 

（＊２）グライダーおよび飛行船は含みません。 

（＊３）職務として操縦する場合は含みません。 

（＊４）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュ

ート型超軽量動力機は含みません。 

補償対象外となる職業 

オートテスター（テストライダー）、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手（競輪選手）、モータ

ーボート（水上オートバイを含みます。）競争選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。）、プロボクサー、

プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）、力士 

その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 
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【特約の説明】 

セットする特約 特約の説明 

条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 

（自動セット） 

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、

暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。

テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・

主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主

義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 

天災危険補償特約 

（①、②、③、④プラン） 

地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケ

ガ※のときも、傷害保険金をお支払いします。 

家族型への変更に関する特約 

（②プラン） 

被保険者の範囲を、「契約概要のご説明」の「被保険者 

の範囲」に記載のとおり変更します。 

●柔道整復師（接骨院、整骨院等）による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、

医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼（はり）・灸（きゅう）・マッサージなどの医療類似行為

については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。 

【※印の用語のご説明】 

用語のご説明 

●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神

経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをい

います。 

●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。 

特約名称 特約固有の「医師」の範囲 

親介護一時金支払特約 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方以

外の医師 
 

●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの 

（前ページからの続き） 

（硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、 

バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸（けい）椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。）

をいいます。 

●「競技等」とは、競技、競争、興行（＊）または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準

ずるものを含みます。 

試運転に訓練を含む特約（ただし、自動車等※の運転資格を取得するための訓練は含みません。） 

・交通事故危険のみ補償特約 

（＊）いずれもそのための練習を含みます。 

●「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。 

●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 

「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。 

「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかない

こと」を意味します。 

「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でな

いこと」を意味します。 

（次ページへ続く） 
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用語のご説明 

（前ページからの続き） 

「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生

する中毒症状（＊）を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 

①細菌性食中毒 

②ウイルス性食中毒 

（＊）継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 

●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位（指、顔面等は含まれません。）をいいます。 

・長管骨（上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。）または脊柱 

・長管骨に接続する上肢または下肢の３大関節部分（中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。）。た

だし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。 

・肋骨・胸骨（鎖骨、肩甲骨は含まれません。）。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。 

●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来におい

ても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を

訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。 

●「交通事故」とは、次の事故をいいます。 

① 運行中の交通乗用具※との衝突、接触等（＊） 

② 運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等（＊） 

③ 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故（異常か

つ危険な方法で搭乗している場合は含みません。） 

④ 乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故 

⑤ 道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故（＊）（た

だし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。） 

⑥ 交通乗用具の火災 

（＊）立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放さ

れていない状況にある場所で発生した事故は除きます。 

●「交通乗用具」とは、電車、自動車（スノーモービルを含みます。）、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モ

ーターボート（水上オートバイを含みます。）、エレベーター等、特約に定められたものをいいます。 

●「公的介護保険制度」とは、介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。 

●「誤嚥（えん）」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 

●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

●「支払限度日数」とは、支払対象期間※内において、支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて、加入者証

等記載の期間または日数とします。 

適用される保険金の名称 

・傷害入院保険金 

・傷害通院保険金 
 

●「支払対象期間」とは、支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をい

います。なお、入院※が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。 

適用される保険金の名称 

・傷害入院保険金 

・傷害通院保険金 
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用語のご説明 

●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車   

等※を運転することをいいます。 

●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 

① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為（＊１）。ただ

し、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および

授動術ならびに抜歯手術を除きます。 

② 先進医療※に該当する診療行為（＊２） 

（＊１）①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、 

    医科診療酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。 

（＊２）②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘 

出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、

全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 

●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモービル、その

他これらに類するものをいいます。 

●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚

生労働大臣が定めるもの（先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において

行われるものに限ります。）をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般

の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。 

●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。 

●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 

●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オン

ライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは

含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数

表においてオンライン診療料を１回算定された場合は、最初の１回のみ通院したものとみなします。 

●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。 

●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念す

ることをいいます。 

●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガに

ついては、病気として取り扱います。 

●「要介護状態（要介護３以上の状態）」とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。 

①公的介護保険制度※の第１号被保険者（６５才以上） 

要介護３以上の要介護認定の効力が生じた状態 

②公的介護保険制度の第２号被保険者（４０才以上６５才未満） 

要介護３以上の要介護認定の効力が生じた状態。ただし、原因が公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特

定疾病（初老期における認知症等の１６疾病）に該当しない場合は、要介護３以上に相当する約款所定の寝たきり

または認知症により介護が必要な状態とします。 

③公的介護保険制度の被保険者以外（４０才未満） 

要介護３以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態 
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団体総合生活補償保険（ＭＳ＆ＡＤ型） 健康状況告知書ご記入のご案内（必ずお読みください） 
 

以下の注意点を読んで、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。 
 
○継続加入の場合で、保険責任を加重(＊)することなく継続いただく場合には、あらためて健康状況を告知いただく必要は
ありません。 

 （＊）保険金額の増額等、疾病にかかわる補償を拡大することをいいます。 
 
１．健康状況告知の重要性 

健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社が公平な引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者
（補償の対象者）ご自身が、ありのままを正確に漏れなくお答えください。 
（注）告知時における年令が満１５才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方がお答えください。 

特約の名称 特約固有の取扱い 
 
 
親介護一時金支払特約親介護 

・基本補償部分の被保険者（子）が特約被保険者（親）を代理して回答（記入・
署名）ください。告知にあたっては、特約被保険者（親）について、ご存知
の内容に基づき回答されるのではなく、この書面および「健康状況告知書質
問事項」を特約被保険者（親）にご説明のうえ、質問事項に対する回答をそ
のまま記入ください。 

・特約被保険者への確認方法についても「確認方法」欄に記入ください。 
 
２．正しく告知されなかった場合の取扱い 

「健康状況告知書質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、ご加入
内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。 

 
３．書面によるご回答のお願い 
・代理店・扱者には告知受領権があり、代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいた
ものとなります。 

・代理店・扱者への口頭によるご回答では、健康状況を告知いただいたことになりません。必ず加入申込票の「健康状
況告知書質問事項回答欄」へのご記入にてご回答いただきますようお願いします。 

 
４．「健康状況告知書質問事項」に該当される場合 

「健康状況告知書質問事項」に該当された場合、ご加入のお引受について次の取扱いとさせていただきます。 
特約の名称 取扱い 

親介護一時金支払特約親介護 ご加入はお引受できません。 
 
５．現在の契約を解約･減額し、新たなご加入を検討されているお客さまへ 

※詳しくは重要事項のご説明（注意喚起情報）をご覧ください。 
現在の契約を解約・減額し、新たにご加入される場合も、新規にご加入される場合と同様に「健康状況告知書質問事
項」にお答えいただく必要があります。現在の健康状況等によっては、ご加入できなかったり、特定の疾病・症状群
について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受することがあります。また、正しく告知をされなかった場合
にはご加入内容が解除または取消しとなることがあります。 

 
６．保険期間の開始前の発病等の取扱い 

特約の名称 取扱い 

 

 

親介護一時金支払特約親介護 

ご加入をお引受した場合でも、ご加入時（＊）より前に要介護状態の原因となった

事由が生じていた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康

状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 

なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が生じた時が、

その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して

１年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 

（＊）同一の保険金を補償する加入タイプを継続加入される場合は、継続加入してきた最初のその保険金を補償す 
る加入タイプのご加入時をいいます。 

 
７．その他ご留意いただく点 

・ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者が健
康状況の告知内容等を確認させていただく場合があります。 

・「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ・誤りに気づかれた場合は代理店・
扱者または引受保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続をご案内します。ただし、お申出内容によっ
ては訂正をお受けできずご加入をそのまま継続いただけない場合があります。 
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● この保険は太陽誘電株式会社が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受
保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないこと
があります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。 
 

● お申込人となれる方は太陽誘電株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員・退職者に限ります。 
 
● シンプルプラン（個人型）で被保険者（補償の対象者）本人（＊）となれる方の範囲は、太陽誘電株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員・
退職者およびその家族（配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族ならびに家事使用人をいいます。）です。 
（＊）加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。 

 
● ファミリープラン（家族型）で被保険者（補償の対象者）本人（＊）となれる方の範囲は、太陽誘電株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員・
退職者およびその配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹です。 
（＊）加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。 

 
●この保険の保険期間は１年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただく
ことがあります。あらかじめご了承ください。 

 
● 引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につ
きましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等
の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。 
 

● ＜経営破綻した場合等の保険契約者の保護について＞ 
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支
払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。 
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保
険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。 

【ケガの補償】 
保険金、解約返れい金等は８０％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から３か月までに発生した事故による保険金
は１００％補償されます。 
【上記以外の補償】 
保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合については、引受保険会社または代理店・扱者までお問い合わせください。 

 
● お客さまのご加入内容が登録されることがあります。 
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険
金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。 
 

● ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 
 

● ＜税法上の取扱い＞（令和 3年 9月現在） 
払い込んでいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高 
40,000円まで、住民税について最高 28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。 

（注１）傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。特に「ケガのみ」のセットの場合、保険料控除の対象となる保険料はありま
せんので、ご注意ください。 

（注２）なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。 
 
● 保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡 
保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内
いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から３０日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、ま
たは事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 

 
●保険金のご請求時にご提出いただく書類 
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類
をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 
【ご提出いただく書類】 
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの 
・引受保険会社所定の保険金請求書 ・引受保険会社所定の同意書 ・事故原因･損害状況に関する資料 ・被保険者またはその代理人の保険金請求
であることを確認するための資料（住民票、健康保険証（写）等） ・引受保険会社所定の診断書 ・診療状況申告書 ・公の機関（やむを得ない
場合は第三者）等の事故証明書 ・死亡診断書 ・他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類 
 
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。 
 
● 代理請求人について 
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人
がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）等（以下「代理請求人」といいます。詳細は（注）
をご参照ください。）が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容につ
いては、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。 
（注）①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）」 

②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合 
「被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親族」 

③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合 
「上記①以外の配偶者（＊）」または「上記②以外の３親等内の親族」 

（＊）法律上の配偶者に限ります。 
 
● 保険金支払いの履行期 
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（＊１）をご提出いただいてからその日を含めて３０日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確
認（＊２）を終えて保険金をお支払いします。（＊３） 
（＊１）保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保

険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。 
（＊２）保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社が

お支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。 
（＊３）必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された

被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場
合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。 
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重要事項のご説明 

契約概要のご説明（団体総合生活補償保険(ＭＳ＆ＡＤ型)） 
 
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますよう

お願いいたします。 

●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 

●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な 

点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の
管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたも
のとなります。 

 
１．商品の仕組みおよび引受条件等 
（１）商品の仕組み 
 

この保険は、被保険者（補償の対象者）が事故によりケガをされた場合(傷害補償特約等をセットした場合)等に保険金をお支払いします。 

なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。 
 

 
加入タイプ 

被保険者の範囲（○：被保険者の対象 －：被保険者の対象外） 

本人（*2） 配偶者 その他親族(*3) 

本人型 ○ － － 

家族型(*1) ○ ○ ○ 

 
主な特約 特約固有の被保険者の範囲 

親介護一時金支払特約親介護 本人(＊2)の親（姻族を含みます。２名までを限度とします。）の
うち、加入申込票の特約被保険者欄に記載された次のすべてに

該当する方 
・保険期間の開始時点で満４０才以上８４才以下の方 
・健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方 

 

 

(*1)家族型には「家族型への変更に関する特約」がセットされます。 
(*2)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方（家族型の場合においては被保険者本人）をいいます。 
(*3)家族型の場合は次のいずれかの方をいいます。 

   ・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の６親等内の血族および３親等内の姻族 
   ・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子 

 (注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここで 

いう同居には該当しません。 
（２）補償内容 
  保険金をお支払いする場合は８ページ～１３ページのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 

①保険金をお支払いする場合（支払事由）と保険金のお支払額 
  ８ページ～１１ページをご参照ください。 

②保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由） 

１２ページ～１３ページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 
（３）セットできる主な特約およびその概要 
  ８ページ～１３ページをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 

（４）保険期間 
 この保険の保険期間は、１年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。 

（５）引受条件 
  ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、１ページ～２ペ

ージおよび７ページの保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。 
・保険金額は被保険者（補償の対象者）の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受でき 

ない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。 

 
２．保険料 
 保険料は保険金額・被保険者（補償の対象者）の方の年令・保険期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきまし
ては加入申込票の保険料欄にてご確認ください。 

 
３．保険料の払込方法について 
 表紙をご参照ください。 
 分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。 

 
４．満期返れい金・契約者配当金 
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 

 
５．解約返れい金の有無 
 ご加入の脱退（解約）に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。始
期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもか
かわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「７．解約と解約返れい金」をご参照ください。 
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注意喚起情報のご説明（団体総合生活補償保険（ＭＳ＆ＡＤ型）） 
 
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必
ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 

●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 

●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な
点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 

●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の
管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたも
のとなります。 

 
１．クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等） 
 この保険は太陽誘電株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。 
 

２．告知義務等 
（１）告知義務（ご加入時にお申出いただく事項） 

■被保険者（補償の対象者）には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、 
事実を正確に知らせる義務のことです。 

■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついてい 

る項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入 
を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。 
【告知事項】 
①他の保険契約等（＊）に関する情報 

（＊）同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の
保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。 

②被保険者の「生年月日」「年令」（親介護一時金支払特約をセットする契約に限ります。） 
③被保険者の健康状況告知（親介護一時金支払特約をセットする契約に限ります。） 
（注）告知事項の回答にあたっては、「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。 

 
（２）その他の注意事項 

■同種の危険を補償する他の保険契約等（*）で、過去３年以内に合計して５万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込
票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。 

（*）「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他

の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。 
■保険金受取人について  

保
険
金
受
取
人 

傷害死亡保険
金 
 

・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお
支払いします。 

（注）傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署

名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意
のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡
保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 

上記以外 ・普通保険約款・特約に定めております。 

■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご 

連絡ください。 
  ■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約（*）の解約を求めることが

できます。この場合、保険契約者はこの保険契約（*）を解約しなければなりません。 

   ①この保険契約（*）の被保険者となることについて、同意していなかったとき 
   ②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき 

・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。 

    ・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 
   ③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき 

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 

   ⑤②～④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約（*）の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき 
   ⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約（*）の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった

とき 

   また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となりま
す。 

  （注）家族型においては、被保険者ご本人から解約請求があった場合、または被保険者ご本人による引受保険会社への解約請求があった場合には、

保険契約者は次のａ.またはｂ.いずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その被保険者ご本人が傷害後
遺障害保険金の支払いを受けていた場合にはｂ.によるものとします。 
ａ.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること。 

ｂ.この保険契約（*）を解約すること。 
 （*）保険契約 

     その被保険者に係る部分に限ります。 

３．補償の開始時期 
始期日の午後４時に補償を開始します。保険料は、表紙記載の方法により払込みください。表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場

合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。 
  

４．保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）等 
（１）保険金をお支払いしない主な場合 

１２ページ～１３ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に 

記載されておりますのでご確認ください。 
（２）重大事由による解除 

次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 

①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、ま 
たは発生させようとしたこと。 

②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 

③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当することが認められたこと。 
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④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 

⑤上記のほか、①～④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。 
 

５．保険料の払込猶予期間等の取扱い 
（１）保険料は、表紙記載の方法により払込みください。表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないこ

とがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。 
（２）分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効（または終了）したときには、

未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。 
 

６．失効について 
ご加入後に、被保険者（家族型においては被保険者全員）が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払

いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。 
  

７．解約と解約返れい金 
ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。 
・脱退（解約）日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を 
返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未 

経過期間分よりも少なくなります。 
・始期日から脱退（解約）日までの期間に応じて払込みいただくべ 
き保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。 

 

８．保険会社破綻時等の取扱い 
 １８ページをご参照ください。 
 

９．個人情報の取扱いについて 
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。 

この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびＭＳ＆ＡＤインシュ 

アランス グループのそれぞれの会社（海外にあるものを含む）が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保 

険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。 

①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例 

 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス 

②提携先等の商品・サービスのご案内の例 

  自動車購入・車検の斡旋 

 上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。 

ただし、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含む）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる 

範囲に限定します。 

また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・ 

支払いに関する関係先等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。 

○契約等の情報交換について 

 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険

協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。 

○再保険について 

 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受

会社等（海外にあるものを含む）に提供することがあります。 

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、 

三井住友海上ホームページ（https://www.ms-ins.com）をご覧ください。 

 
10．「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意 

現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込み
の保険契約についても制限を受ける場合があります。 

（１）現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項 
① 多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された

場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。 

② 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。 
（２）新たな保険契約（団体総合生活補償保険（ＭＳ＆ＡＤ型））をお申込みされる場合のご注意事項 

① 新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受できない場合や、特定の疾病・症状群について保険金を

お支払いしない条件でご加入をお引受する場合があります。 
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金をお支払いでき
ないことがあります。 

③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契
約の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。 

④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。 

 
11．この保険商品に関するお問い合わせ、指定紛争解決機関、事故が起こった場合などのお問い合わせ先は 

３８ページをご参照ください。 
 
 
 

 
 
 

 
 

始期日                  解約日                満期日 

 

保険期間 

未経過期間 
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（☆）【再度就業不能※となった場合の取扱い】 

免責期間※を超える就業不能の終了後、就業不能が終了した日からその日を含めて６か月を経過する日までに、その就業不能の原因となった 

ケガ※または病気※によって再度就業不能になった場合には、前の就業不能と後の就業不能をあわせて「同一の就業不能」として取り扱います。 

【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 

就業不能※を補償するご契約に継続加入の場合で、ケガ※の原因となった事故発生の時または病気（＊）を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始 

より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。 

①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 

②この保険契約のお支払条件で算出した金額 

ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して１年以前であるとき

は、②により算出した金額をお支払いします。 

（＊）就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 

保険金
の種類 

保険金をお支
払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合 

所得補償

保険金 

☆骨髄採

取手術に

伴う入院

補償特約

セット 

☆保険期

間開始前

の発病の

取扱いの

変更に関

する特約

セット 

保 険 期 間 中

に、ケガ※、病

気※または骨

髄採取手術※

により就業不

能※となり、そ

の状態が免責

期間※ （４日）

を超えて継続

した場合 

 

 

 

 

 

 

 

保険 
金額 

× 
就業不能期間※の月

数（＊） 

 

＋ 
保険 
金額 

× 

 就業不能期間
のうち１か月

に満たない期
間の日数 

 

 ３０  

 
（＊）１か月単位とし、１か月に満

たない期間は切り捨てます。 
（注１）保険金額が被保険者の平均

月間所得額※を超えている場

合には、平均月間所得額を保
険金額として保険金のお支払
額を計算します。 

 
（注２）原因または発生した時が異

なる複数のケガ※または病気※

により就業不能期間が重複し
た場合は、その重複する期間
に対して保険金を重ねてはお

支払いしません。 
 

（注３）補償内容が同様の保険契約

（異なる保険種類の特約や引

受保険会社以外の保険契約を

含みます。）が他にある場合、

補償の重複が生じることがあ

ります。補償内容の差異や保険

金額、加入の要否をご確認いた

だいたうえでご加入ください。 

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失に

よるケガ※や病気※ 
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガや病気 
●麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナーなどの使用によるケガや病気 

●自動車等※の無資格運転または酒気帯び運転※中のケガ 
●妊娠、出産、早産または流産によるケガや病気 
●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガや病気（テロ行為によるケガや病気は、条

件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となりま
す。） 

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ 

●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガや病気 
●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている
場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ 

●健康状況告知のご回答等により補償対象外とする病気（＊１）やケガ（加入者証等に
記載されます。） 

などによる就業不能※ 

●精神障害（＊２）を被り、これを原因として発生した就業不能 
●妊娠または出産による就業不能 
●骨髄採取手術※による就業不能となった時が、骨髄採取手術に伴う入院補償特約を

セットした最初のご加入日からその日を含めて１年を経過した日の翌日の午前０
時より前である場合 

（注）ご加入をお引受した場合でも、保険期間の開始時（＊３）より前に発病※し

た病気（＊１）または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いし
ません。 
ただし、就業不能を補償するご契約に継続加入された場合で、病気を発病

した時またはケガの原因となった事故発生の時が、就業不能となった日か
らご加入の継続する期間を遡及して１年以前であるときは保険金をお支払
いします。 

（＊１）その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 
（＊２）「精神障害」とは、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に定められた

分類項目中の分類コードＦ００からＦ９９に規定されたものとし、分類項目

の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害およ
び死因統計分類提要ＩＣＤ－１０（２００３年版）準拠」によります。 
＜お支払対象外となる精神障害の例＞ 

認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、人格障害、気分障害、知
的障害 など 

（＊３）就業不能を補償するご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最 

初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 

●柔道整復師（接骨院、整骨院等）による施術の場合、就業不能期間の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払

いします。また、鍼（はり）・灸（きゅう）・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象とな
ります。 

 

【特約の説明】 

セットする特約 特約の説明 

条件付戦争危険等免責に関する一部

修正特約（自動セット） 

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象と

なります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと

連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 

無事故戻しに関する規定の不適用特

約（自動セット） 

保険期間が満了した場合で、保険期間中に保険金をお支払いする就業不能※が発生しなかったときでも、無事故

戻し保険料をお支払いしません。 

 

 

保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いしない主な場合 

※印を付した用語については、２３ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。） 

の 
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【所得補償保険】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【※印の用語のご説明】五十音順 

あ行： 

●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱い 
 します。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。 
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検 
査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 

●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。 
か行： 
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。 
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 

「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。 
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。 
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 

「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状（＊）を含み、 
次のいずれかに該当するものを含みません。 
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒  
（＊）継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 

●「骨髄採取手術」とは、組織の機能に障害がある方に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいま
す。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は含みません。 

さ行：  
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 
●「就業不能」とは、被保険者がケガ※または病気※を被り、入院※していることまたは治療※を受けている（就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合

は、骨髄採取手術を直接の目的として入院している）ことにより、加入者証等記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、ケガまたは
病気によって死亡された後、あるいはケガまたは病気が治ゆした後は就業不能に含みません。 

●「就業不能期間」とは、てん補期間※内における被保険者の就業不能※の日数（就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合は、就業不能の日数に４日
を加えた日数）をいいます。 

●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。 
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。 

た行： 
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 
●「てん補期間」とは、引受保険会社が保険金を支払う限度日数で、免責期間※終了日の翌日から起算する一定の期間（加入者証等記載の期間をい

います。）をいいます。この期間内で就業不能※である期間が保険金支払いの対象となります。 
な行：  

●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。 
は行： 

●「発病」とは、医師※が診断（＊）した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいい
ます。 

（＊）人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。 

●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。 

●「平均月間所得額」とは、被保険者が就業不能※となる直前１２か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。就業規則等に基づく出産・

育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により調整を行います。 

ま行： 

●「免責期間」とは、就業不能※開始から起算して、継続して就業不能である一定の期間（加入者証等記載の日数）をいいます。この期間は保険金 

支払いの対象となりません。ただし、骨髄採取手術※による就業不能の場合には免責期間を適用しません。 
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●この保険は太陽誘電株式会社が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめ     
のうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険 
金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険 

契約者に返還します。 
●お申込人となれる方は太陽誘電株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員・退職者に限ります。 

●この制度で被保険者（補償の対象者）本人（＊）となれる方の範囲は、太陽誘電株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員・退職者お 

よびその家族（配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族ならびに家事使用人をいいます。）です。 

（＊）加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。 
●この保険の保険期間は１年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させ

ていただくことがあります。あらかじめご了承ください。 

●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継 
続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのた 
め、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承く 

ださい。 
●＜経営破綻した場合等の保険契約者の保護について＞ 

・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい

金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。 
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入していま
す。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。 

保険金・解約返れい金等は 90％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は 100％補償されます。 
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 
●＜税法上の取扱い＞（令和３年９月現在） 

払い込んでいただく保険料は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高 40,000円まで、住民税に 

ついて最高 28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。 

（注）なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。 
 

●保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡 
保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳し
くご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から３０日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げ

なかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いする
ことがあります。 
 

●保険金支払いの履行期 
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（＊１）をご提出いただいてからその日を含めて３０日以内に、保険金をお支払いするために必要
な事項の確認（＊２）を終えて保険金をお支払いします。（＊３）          

（＊１）保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合
は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。 

（＊２）保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保

険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。 
（＊３）必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適

用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払

いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通
知します。 

 

●保険金のご請求時にご提出いただく書類 
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が
求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 

【ご提出いただく書類】 
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの 
・引受保険会社所定の保険金請求書  ・引受保険会社所定の同意書  ・事故原因・損害状況に関する資料 

・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料（住民票、健康保険証（写）等） 
・引受保険会社所定の診断書  ・診療状況申告書  ・公の機関（やむを得ない場合は第三者）等の事故証明書  ・死亡診断書  
・他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類  ・休業・所得証明書  ・所得を証明する書類（源泉徴収票、確定申告書 等）    

 
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。 
 

●代理請求人について  
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者
の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）等（以下「代理請求人」と

いいます。詳細は（注）をご参照ください。）が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い
合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。 
（注） ①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）」 

②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合 
「被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親族」 

③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合 

「上記①以外の配偶者（＊）」または「上記②以外の３親等内の親族」  

（＊）法律上の配偶者に限ります。 
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ご注意（所得補償保険） 



 

 

契約概要のご説明（所得補償保険） 
 

●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいま 

すようお願いいたします。 
●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご 

不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご 
契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接 

契約されたものとなります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．商品の仕組みおよび引受条件等 
（１）商品の仕組み 

この保険は、被保険者（補償の対象者）がケガまたは病気により就業不能となられた場合に被保険者が被った損害に対して保険金をお支払い
します。 
なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。 

被保険者としてご加入いただける方 現在働いて収入を得ている方で、保険期間開始時点で満１５才以上６４才以下の方
かつ健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方に限ります。 

被保険者の範囲 加入申込票の被保険者欄記載の方 

（２）補償内容 
保険金をお支払いする場合は２２ページのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 

①保険金をお支払いする場合（支払事由）と保険金のお支払額 
２２ページをご参照ください。 

②保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由） 

２２ページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 
（３）セットできる主な特約およびその概要 

２２ページをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 

（４）保険期間 
この保険の保険期間は、１年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。 

（５）引受条件 
所得補償保険金額は、被保険者（補償の対象者）が加入されている公的医療保険制度の給付内容をご勘案いただいたうえで、平均月間所得額
の範囲内で適正となるよう、ご加入時に設定いただきます（就業不能にかかわらず得られる役員報酬、年金、利子、配当、不動産賃貸料など
は平均月間所得額に含めることはできません。）。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加

入いただく保険金額につきましては、３ページの保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。 
また、所得補償保険金額が平均月間所得額を超えている場合には、その超えた部分については保険金をお支払いできません。 

 
２．保険料 

保険料は保険金額・年令・お仕事の内容・免責期間・てん補期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきまして
は、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。 

 
３．保険料の払込方法について 

表紙をご参照ください。分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。 

 
４．満期返れい金・契約者配当金 

この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 

 
５．解約返れい金の有無 

ご加入の脱退（解約）に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。
始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したに
もかかわらず、その払い込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「７．解約と解約返れい金」をご参

照ください。 

 
６．無事故戻し返れい金 

無事故戻しは行いません（無事故戻しに関する規定の不適用特約が自動セットされます。）。 

 

重要事項のご説明 
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注意喚起情報のご説明（所得補償保険） 
 ●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前

に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 
●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不

明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契
約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約
されたものとなります。 

 １．クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等） 
この保険は太陽誘電株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。 
 

２．告知義務・通知義務等 

（１）告知義務（ご加入時にお申出いただく事項） 

■被保険者（補償の対象者）には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項に

ついて、事実を正確に知らせる義務のことです。 

■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印
がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異な

る場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。 
【告知事項】 

①被保険者の「職業・職務」 

②他の保険契約等（＊）に関する情報 
（＊）同種の危険を補償する他の保険契約等で、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、他の保険会社等における契約、

共済契約、生命保険契約等を含みます。 

③被保険者の「生年月日」、「年令」 
④被保険者の健康状況告知 

【健康状況告知について】 

・被保険者（補償の対象者）の健康状況に関する質問事項（健康状況告知書質問事項）に正確にご回答ください。この質問事項に
対するご回答は、口頭ではなく、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」に、必ず被保険者本人ご自身でご記入のうえ、

「健康状況告知書質問事項回答欄」にご署名ください。 
・健康状況告知の内容によってはご加入をお引受できない場合、または特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしないこと
を条件にお引受する場合がありますのであらかじめご了承ください。 

・ご加入をお引受した場合でも、ご加入時（＊１）より前に発病した病気（＊２）（発病日は医師の診断（＊３）によります。）または発生
した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。このお取扱い（＊４）は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外では
ありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が就

業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して１年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 
（＊１）新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加

入時」をいいます。 

（＊２）就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。 
（＊３）人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。 
（＊４）特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご契約した場合の特定の疾病・症状群に該当しないものにつ

いても例外ではありません。 

（２）通知義務等（ご加入後にご連絡いただく事項） 

■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡
がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。 

   【通知事項】 
・加入者証記載の職業・職務を変更した場合 

■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会

社までご連絡ください。 

（３）その他の注意事項 

■同種の危険を補償する他の保険契約等（＊）で、過去３年以内に合計して５万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、

加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。 

（＊）「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも積立保険を含

みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。 

■保険金の受取人は、普通保険約款・特約に定めております。 

■ご加入後、直前１２か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、代理店・扱者または引受保険会社へご連絡
ください。将来に向かって、保険金額を、通知する直前の１２か月における被保険者の所得の平均月間額まで減額することができま
す。 

■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、保険契約者との別段の合意があるときを除き、被保険者は保険契約者にこの保険契 
約（＊）の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約（＊）を解約しなければなりません。 
（＊）保険契約 

その被保険者に係る部分に限ります。 
■複数のご契約があるお客さまへ 

補償内容が同様の保険契約（所得補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。）が他に

ある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約から
でも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償
内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。 

（注）１契約のみご加入した場合、ご加入を解約したときや、状況の変化により被保険者が補償の対象外となったとき等は、補償が
なくなることがありますのでご注意ください。 

 

＜補償が重複する可能性のある主なご契約＞ 

今回ご加入いただく補償 補償の重複が発生する他の保険契約の例 

所得補償保険 他の所得補償保険 
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３．補償の開始時期 
始期日の午後４時に補償を開始します。保険料は、表紙記載の方法により払込みください。表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合 
には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。 

 
４．保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）等 
（１）保険金をお支払いしない主な場合 
２２ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記 
載されておりますのでご確認ください。 

 
（２）重大事由による解除 
 次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 
   ①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払われることを目的としてケガや病気等を発生させ、また

は発生させようとしたこと。 
   ②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 
   ③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 
   ④上記のほか、①～③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。 
 
５．保険料の払込猶予期間等の取扱い 
 保険料は、表紙記載の方法により払込みください。表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあ
ります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。 

 
６．失効について 

ご加入後に、被保険者が死亡された場合、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となったケガや病気以外の原
因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合もしくは従事できなくなった場合には、この保険契約は失効となります。
この場合、未経過期間分の保険料を返還します。 

 
７．解約と解約返れい金 

ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。 
・脱退（解約）日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還さ 
せていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よ 
りも少なくなります。 

・始期日から脱退（解約）日までの期間に応じて払込みいただくべき保険 
料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。 
 

８．保険会社破綻時等の取扱い 
２４ページをご参照ください。 
 

９．個人情報の取扱いについて 
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。 

この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびＭＳ＆ＡＤインシュア

ランス グループのそれぞれの会社（海外にあるものを含む）が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険

契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。 

①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例 

  損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス 

②提携先等の商品・サービスのご案内の例 

  自動車購入・車検の斡旋 

  上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。 

ただし、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含む）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる 

範囲に限定します。 

また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・ 

支払いに関する関係先等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。 

○契約等の情報交換について 

引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保 

険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。 

○再保険について 

  引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受

会社等（海外にあるものを含む）に提供することがあります。 

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井 

住友海上ホームページ（https://www.ms-ins.com）をご覧ください。 

 
10．「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意 
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの

保険契約についても制限を受ける場合があります。 
（１）現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項 

①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場
合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。 

②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。 
（２）新たな保険契約（所得補償保険）をお申込みされる場合のご注意事項 

①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受できない場合や、特定の疾病・症状群について保険金をお
支払いしない条件でご加入をお引受する場合があります。 

②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできな
いことがあります。 

③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約
の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。 

④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。 
 

11．この保険商品に関するお問い合わせ、指定紛争解決機関、事故が起こった場合などのお問い合わせ先は 
３８ページをご参照ください。 
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始期日     解約日       満期日 

保険期間 

未経過期間 



 

 
所得補償保険 健康状況告知書ご記入のご案内（必ずお読みください） 

 
以下の注意点を読んで、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。 

 
＜継続加入の場合で、保険責任を加重（＊）することなく継続いただく場合には、あらためて健康状況を告知いただく
必要はありません。＞ 

（＊）保険金額の増額等、補償を拡大することをいいます。 
 
１．健康状況告知の重要性 

健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社が公平な引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保
険者（補償の対象者）ご自身が、ありのままを正確に漏れなくお答えください。 

 
２．正しく告知されなかった場合の取扱い 

「健康状況告知書質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、ご
加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。 

 
３．書面によるご回答のお願い 
・代理店・扱者には告知受領権があり、代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただ
いたものとなります。 

・代理店・扱者への口頭によるご回答では、健康状況を告知いただいたことになりません。必ず加入申込票の「健
康状況告知書質問事項回答欄」へのご記入にてご回答いただきますようお願いします。 

 
４．「健康状況告知書質問事項」に該当される場合 

「健康状況告知書質問事項」に該当された場合、ご加入のお引受について次のいずれかの取扱いとさせていただ
きます。 
①特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受します。 
②ご加入はお引受できません。 

 
５．現在の契約を解約･減額し、新たなご加入を検討されているお客さまへ 

※詳しくは重要事項のご説明（注意喚起情報）をご覧ください。 
現在の契約を解約・減額し、新たにご加入される場合も、新規にご加入される場合と同様に「健康状況告知書質
問事項」にお答えいただく必要があります。現在の健康状況等によっては、ご加入できなかったり、特定の疾病・
症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受することがあります。また、正しく告知をされな
かった場合にはご加入内容が解除または取消しとなることがあります。 

 
６．保険期間の開始前の発病等の取扱い 

ご加入をお引受した場合でも、ご加入時（＊１）より前に発病した病気（＊２）（発病日は医師の診断（＊３）によります。）
または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。このお取扱い（＊４）は、健康状況告知に
誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 
なお、継続加入である場合で、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が就業不能となられた
日からご加入の継続する期間を遡及して１年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 
（＊１）新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最

初の保険契約のご加入時」をいいます。 
（＊２）就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。 
（＊３）人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。 
（＊４）特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入した場合の特定の疾病・症状群に該

当しないものについても例外ではありません。 
 
７．その他ご留意いただく点 

・ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者
が健康状況の告知内容等を確認させていただく場合があります。 

・「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ・誤りに気づかれた場合は代理
店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続をご案内します。ただし、お申出内
容によっては訂正をお受けできずご加入をそのまま継続いただけない場合があります。 

 

特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ 
 

継続時に、あらためて健康状況の告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことがで
きます。 
 
【ご注意】 
◎現在の健康状況等によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加・変更され
たりすることがあります。 

◎新たな告知内容に応じた条件で継続いただいた場合でも、保険金のお支払額は、発病時点の保険契約の条件で算出
した金額となることがあります。 

◎保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。 
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【ゴルファー補償（団体総合生活補償保険（ゴルファープラン））】 

保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いしない主な場合 

※印を付した用語については、３３ページ～３４ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。） 

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合 

ゴルファー賠

償責任保険金 

★ゴルファー

賠償責任保険

特約 

保険期間中のゴルフの練習中、競技中また
は指導中の偶然な事故により、被保険者（＊）

が他人の生命または身体を害したり、他人
の物（ゴルフカート等他人から借りたり預
かったりした物を除きます。）を壊したりし
て、法律上の損害賠償責任を負われた場合 
（＊）本人をいいます。ただし、本人が責
任無能力者である場合は、親権者・法定監
督義務者・監督義務者に代わって責任無能
力者を監督する方（責任無能力者の６親等
内の血族、配偶者※および３親等内の姻族に
限ります。）を被保険者とします。 

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担す
る法律上の損害賠償責任の額＋判決により支
払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの
遅延損害金－被保険者が損害賠償請求権者に
対して損害賠償金を支払ったことにより代位
取得するものがある場合は、その価額－免責
金額※（０円） 
 
（注１）１回の事故につき、保険金額が限度と
なります。 
（注２）損害賠償金額等の決定については、あ
らかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 
（注３）上記算式により計算した額とは別に、
損害の発生または拡大を防止するために必要
または有益であった費用、示談交渉費用、争訟
費用等をお支払いします。 
（注４）日本国内において発生した事故につい
ては、被保険者のお申出により、示談交渉をお
引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意
されない場合、被保険者が負担する法律上の損
害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える
場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ
場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の
裁判所に提起された場合には示談交渉を行う
ことができませんのでご注意ください。 
（注５）補償内容が同様の保険契約（異なる保
険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約
を含みます。）が他にある場合、補償の重複が
生じることがあります。補償内容の差異や保険
金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご
加入ください。 

●保険契約者、被保険者またはこれ

らの方の法定代理人の故意による

損害 

●他人から借りたり預かったりした

物を壊したことによる損害賠償責

任 

●被保険者と同居する親族※に対す

る損害賠償責任 

●被保険者の使用人（ゴルフの補助

者として使用するキャディを除き

ます。）が業務従事中に被った身体

の障害に起因する損害賠償責任 

●第三者との損害賠償に関する約定

によって加重された損害賠償責任 

●心神喪失に起因する損害賠償責任 

●被保険者または被保険者の指図に

よる暴行、殴打による損害賠償責

任 

●自動車等※の車両（ゴルフ場敷地 

内※におけるゴルフカートを除き 

ます。）、船舶、航空機、銃器の所 

有、使用または管理に起因する損 

害賠償責任 

●戦争、その他の変乱※、暴動による

損害 

●地震もしくは噴火またはこれらを

原因とする津波による損害 

●核燃料物質等の放射性・爆発性等

による損害 

 

など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傷害死亡保険

金 

★ゴルファー

傷害補償特

約 

保険期間中のゴルフ場敷地内※におけるゴ

ルフの練習中、競技中または指導中の事故

によるケガ※のため、事故の発生の日からそ

の日を含めて１８０日以内に死亡された場

合 

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 

 

（注１）傷害死亡保険金受取人（定めなかった

場合は被保険者の法定相続人）にお支払いし

ます。 

（注２）既にお支払いした傷害後遺障害保険金

がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額

から既にお支払いした傷害後遺障害保険金

の額を差し引いた額をお支払いします。 

 

●保険契約者、被保険者または保険

金を受け取るべき方の故意または

重大な過失によるケガ※ 

●闘争行為、自殺行為または犯罪行

為によるケガ 

●脳疾患、病気または心神喪失によ

るケガ 

●妊娠、出産、早産または流産による

ケガ 

●引受保険会社が保険金を支払うべ

きケガの治療※以外の外科的手術そ

の他の医療処置によるケガ 

●戦争、その他の変乱※、暴動による

ケガ（テロ行為によるケガは、条

件付戦争危険等免責に関する一部

修正特約により、保険金の支払対

象となります。） 

●地震もしくは噴火またはこれらを

原因とする津波によるケガ 

●核燃料物質等の放射性・爆発性等

によるケガ 

●原因がいかなるときでも、頸（け

い）部症候群※、腰痛その他の症状

を訴えている場合に、それを裏付

けるに足りる医学的他覚所見のな

いもの※ 

●入浴中の溺水※（ただし、引受保険

会社が保険金を支払うべきケガに

よって発生した場合には、保険金

をお支払いします。） 

●原因がいかなるときでも、誤嚥（え

ん）※によって発生した肺炎 

など 
（注）細菌性食中毒およびウイルス性

食中毒は、補償の対象にはなり
ません。       
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保険金の種類 

 

保険金をお支払いする場合 

 

保険金のお支払額 

 

保険金をお支払いしない主な場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傷害後遺障害

保険金 

★ゴルファー

傷害補償特約 

 

 

 

 

 

 

保険期間中のゴルフ場敷地内※におけるゴ

ルフの練習中、競技中または指導中の事故

によるケガ※のため、事故の発生の日からそ

の日を含めて１８０日以内に後遺障害※が

発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保

険金支払割合（４％～１００％） 

 

（注１）政府労災保険に準じた等級区分ごとに

定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害

保険金をお支払いします。 

（注２）被保険者が事故の発生の日からその日

を含めて１８０日を超えてなお治療※を要す

る状態にある場合は、引受保険会社は、事故

の発生の日からその日を含めて１８１日目

における医師※の診断に基づき後遺障害※の

程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支

払いします。 

（注３）同一の部位に後遺障害を加重された場

合は、既にあった後遺障害に対する保険金支

払割合を控除して、保険金をお支払いしま

す。 

（注４）既にお支払いした傷害後遺障害保険金 

がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額

から既にお支払いした傷害後遺障害保険金

の額を差し引いた額が限度となります。ま

た、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺

障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額

が限度となります。 

（傷害死亡保険金と同じ） 
    

 

 

 

 

傷害入院保険

金 

★ゴルファー

傷害補償特約 

 

 

 

 

 

保険期間中のゴルフ場敷地内※におけるゴ

ルフの練習中、競技中または指導中の事故

によるケガ※のため、入院※された場合（以

下、この状態を「傷害入院」といいます。） 

 

傷害入院保険金日額×傷害入院の日数 

 

（注１）傷害入院の日数には以下の日数を含

みません。 

・事故の発生の日からその日を含めて支払対

象期間※（１８０日）が満了した日の翌日

以降の傷害入院の日数 

・１事故に基づく傷害入院について、傷害入

院保険金を支払うべき日数の合計が支払

限度日数※（１８０日）に到達した日の翌

日以降の傷害入院の日数 
（注２）傷害入院保険金をお支払いする期間中

にさらに傷害入院保険金の「保険金をお
支払いする場合」に該当するケガ※を被
った場合は、傷害入院保険金を重ねては
お支払いしません。 

 

 

 

 

 

 

 

傷害手術保険

金 

★ゴルファー

傷害補償特約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険期間中のゴルフ場敷地内※におけるゴ 

ルフの練習中、競技中または指導中の事故 

によるケガ※の治療※のため、傷害入院保険 

金の支払対象期間※（１８０日）中に手術※ 

を受けられた場合 

１回の手術※について、次の額をお支払いしま

す。 

① 入院※中に受けた手術の場合 

傷害入院保険金日額×１０ 

② ①以外の手術の場合 

傷害入院保険金日額×５ 

（注）次に該当する場合のお支払方法は下記の

とおりとなります。 

① 同一の日に複数回の手術を受けた場合 

傷害手術保険金の額の高いいずれか１

つの手術についてのみ保険金をお支払い

します。 

② １回の手術を２日以上にわたって受け

た場合 

その手術の開始日についてのみ手術を

受けたものとします。 

③ 医科診療報酬点数表に手術料が１日に

つき算定されるものとして定められてい

る手術に該当する場合 

その手術の開始日についてのみ手術を

受けたものとします。 

④ 医科診療報酬点数表において、一連の治

療※過程で複数回実施しても手術料が１

回のみ算定されるものとして定められて

いる区分番号に該当する手術について、被

保険者が同一の区分番号に該当する手術

を複数回受けた場合         

その手術に対して傷害手術保険金が支払

われることとなった直前の手術を受けた

日からその日を含めて１４日以内に受け

た手術に対しては、保険金をお支払いしま

せん。 
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保険金の種類 

 

 

保険金をお支払いする場合 

 

保険金のお支払額 

 

保険金をお支払いしない主な場合 

傷害通院保険

金 

★ゴルファー

傷害補償特約 

保険期間中のゴルフ場敷地内※におけるゴ

ルフの練習中、競技中または指導中の事故

によるケガ※のため、通院※された場合（以

下、この状態を「傷害通院」といいます。） 

（注）通院されない場合で、骨折、脱臼、靱

（じん）帯損傷等のケガを被った所定の部

位※を固定するために医師※の指示により

ギプス等※を常時装着したときは、その日

数について傷害通院したものとみなしま

す。 

 

 

傷害通院保険金日額×傷害通院の日数 

 

（注１）傷害通院の日数には以下の日数を含み

ません。 

・事故の発生の日からその日を含めて支払対

象期間※（１８０日）が満了した日の翌日

以降の傷害通院の日数 

・１事故に基づく傷害通院について、傷害通

院保険金を支払うべき日数の合計が支払

限度日数※（９０日）に到達した日の翌日

以降の傷害通院の日数 

（注２）傷害入院保険金をお支払いする期間中

に傷害通院された場合は、傷害通院保険金を

お支払いしません。 

（注３）傷害通院保険金をお支払いする期間中 

にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払 

いする場合」に該当するケガ※を被った場合 

は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしま 

せん。 

（傷害死亡保険金と同じ） 

ゴルフ用品保

険金 

★ゴルフ用品

補償特約 

保険期間中のゴルフ場敷地内※におけるゴ

ルフ用品（＊）の盗難またはゴルフクラブの

破損・曲損事故が起きた場合 

（＊）「ゴルフ用品」とは、被保険者が所有

するゴルフクラブ、ゴルフボールその他

のゴルフ用に設計された物および被服類

ならびにそれらを収容するバッグ類をい

います。ただし、ゴルフ用に設計された

物であっても時計、宝石、貴金属、財布、

ハンドバッグ等の携行品は、含みません。 

（注１）自宅駐車場等、ゴルフ場敷地内以

外の場所での盗難および破損・曲損事故

に対しては保険金をお支払いしません。

また、ゴルフボールの盗難については、

他のゴルフ用品の盗難と同時に発生した

場合に限り保険金をお支払いします。 
（注２）ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の 
破損・曲損に対しては保険金をお支払い 
しません。 

被害物の損害額（被害物の修理費または時価 

額※のいずれか低い方が限度となります。）をお

支払いします。 

（注１）保険金のお支払額は、保険期間を通じ、

保険金額が限度となります。 
（注２）補償内容が同様の保険契約（異なる保

険種類の特約や引受保険会社以外の
保険契約を含みます。）が他にある場
合、補償の重複が生じることがありま
す。補償内容の差異や保険金額、加入
の要否をご確認いただいたうえでご
加入ください。 

●保険契約者、被保険者または保険

金を受け取るべき方の故意または

重大な過失による損害 

●被保険者と同居する親族※の故意

による損害 

●ゴルフ用品の自然の消耗、劣化、

性質による変色・さび・かび・腐

敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自

然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠

陥等による損害 

●ゴルフ用品の平常の使用または管

理において通常発生し得るすり

傷、かき傷、塗装のはがれ落ち、

ゆがみ、たわみ、へこみその他外

観上の損傷、またはゴルフ用品の

汚損であって、ゴルフ用品が有す

る機能の喪失または低下を伴わな

い損害（ただし、ゴルフ用品の盗

難によって発生した損害の場合

は、保険金をお支払いします。） 

●ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失

による損害 

●戦争、その他の変乱※、暴動による

損害（テロ行為による損害は、条

件付戦争危険等免責に関する一部

修正特約により、保険金の支払対

象となります。） 

●地震もしくは噴火またはこれらを

原因とする津波による損害 

●核燃料物質等の放射性・爆発性等

による損害 
など 
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保険金の種類 

 

 

保険金をお支払いする場合 

 

保険金のお支払額 

 

保険金をお支払いしない主な場合 

ホールインワ

ン・アルバトロ

ス費用保険金 
★ホールイン 
ワン・アルバト 
ロス費用補償 
特約（団体総合 
生活補償保険用） 

日本国内のゴルフ場※において被保険者が

達成した次のホールインワン※またはアル

バトロス※について、達成のお祝いとして実

際にかかった費用をお支払いします。 

① 次のアおよびイの両方が目撃※したホ

ールインワンまたはアルバトロス 

ア．同伴競技者※ 

イ．同伴競技者以外の第三者（同伴キ

ャディ※等。具体的には次の方をい

います。） 

同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ

場内の売店運営業者、ワン・オン・イベ

ント業者、先行・後続のパーティのプレ

イヤー、公式競技参加者、公式競技の競

技委員、ゴルフ場に出入りする造園業

者・工事業者 など 

 

（注）原則として、セルフプレー中に達

成したホールインワンまたはアルバ

トロスは保険金支払いの対象にはな

りません。セルフプレーでキャディを

同伴していない場合は、同伴キャディ

の目撃証明に替えて前記イの目撃証

明がある場合に限り保険金をお支払

いします。 

 

② 達成証明資料（＊１）によりその達成を客

観的に証明できるホールインワンまたは

アルバトロス 

なお、対象となるホールインワンまたはア

ルバトロスは、 

●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、

パー３５以上の９ホールを正規にラウン

ドし、 

●１名以上の同伴競技者と共に（公式競技

の場合は同伴競技者は不要です。）プレ

ー中のホールインワンまたはアルバトロ

スで、 

●その達成および目撃証明を引受保険会社

所定のホールインワン・アルバトロス証

明書（＊２）により証明できるものに限りま

す。 

（＊１）「達成証明資料」とは、ビデオ映

像等によりホールインワンまたはアルバ

トロスの達成を客観的に確認できる記録

媒体に記録された映像等資料をいいま

す。 

（＊２）「引受保険会社所定のホールイン

ワン・アルバトロス証明書」には次のす

べての方の署名または記名・押印が必要

です。 

（ａ）同伴競技者 

（ｂ）同伴競技者以外のホールインワン

またはアルバトロスの達成を目撃し

た第三者（達成証明資料がある場合は

不要です） 

（ｃ）ゴルフ場の支配人、責任者または

その業務を代行もしくは行使する権

限を有する者 

（注）この特約は、ゴルフの競技または

指導を職業としている方が被保険者とな

る場合にはセットすることができませ

ん。 

 

 

次の費用のうち実際に支出した額 

ア．贈呈用記念品購入費用（＊１） 

イ．祝賀会に要する費用 

ウ．ゴルフ場※に対する記念植樹費用 

エ．同伴キャディ※に対する祝儀 

オ．その他慣習として負担することが適当な社

会貢献、自然保護（＊２）またはゴルフ競技発

展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対

する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場

においてホールインワン※またはアルバトロ

ス※を記念して作成するモニュメント等の費

用（ただし、保険金額の１０％が限度となり

ます。） 

（＊１）贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価

証券、商品券等の物品切手、プリペイドカー

ドは含まれません。ただし、被保険者が達成

を記念して特に作成したプリペイドカード

は贈呈用記念品に含みます。 

（＊２）自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑

化促進会への寄付をご希望される場合など

を含みます。 

（注１）保険金のお支払額は、１回のホールイ

ンワンまたはアルバトロスごとにホールイ

ンワン・アルバトロス費用保険金額が限度と

なります。 

（注２）ホールインワン・アルバトロス費用を

補償する保険を複数（引受保険会社、他の保

険会社を問いません。）ご加入の場合、ホー

ルインワン・アルバトロス費用保険金のお支

払額は単純に合算されず、最も高い保険金額

が限度となります。 

（注３）補償内容が同様の保険契約（異なる保

険種類の特約や引受保険会社以外の保険契

約を含みます。）が他にある場合、補償の重

複が生じることがあります。補償内容の差異

や保険金額、加入の要否をご確認いただいた

うえでご加入ください。 

（注４）保険金のご請求には、引受保険会社所

定のホールインワン・アルバトロス証明

書および各種費用の支払いを証明する

領収書等の提出が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日本国外で達成したホールインワ

ン※またはアルバトロス※ 

●ゴルフ場※の経営者が、その経営す

るゴルフ場で達成したホールイン

ワンまたはアルバトロス 

●ゴルフ場の使用人（＊）が実際に働い

ているゴルフ場で達成したホール

インワンまたはアルバトロス 

など 
(＊)「ゴルフ場の使用人」には、臨
時雇いを含みます。 

 

 ●柔道整復師（接骨院、整骨院等）による施術の場合、ゴルファー傷害補償特約の通院日数の設定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療 

に準じて認定し、お支払いします。また、鍼（はり）・灸（きゅう）・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術の 

み、お支払いの対象となります。 
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 〔特約の説明〕 

セットする特約 特約の説明 

条件付戦争危険等免責に関する一部

修正特約（自動セット） 

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ

行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思

想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に

関して行う暴力的行動をいいます。 

 

【日常生活賠償補償（団体総合生活補償保険（日常生活賠償プラン））】 

保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いしない主な場合 

※印を付した用語については下記および３４ページの「※印の用語のご説明」をご参照ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。） 
 
 

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合 

日常生活賠

償保険金 
★日常生活賠
償特約 
 

① 保険期間中の次のア．またはイ．

の偶然な事故により、他人の生命ま

たは身体を害したり、他人の物を壊

したりして、法律上の損害賠償責任

を負われた場合 

② 日本国内において保険期間中の次

のア．またはイ．の偶然な事故によ

り、誤って線路へ立入ってしまった

こと等が原因で電車等（＊１）を運行不

能（＊２）にさせ、法律上の損害賠償責

任を負われた場合 

ア．本人の居住の用に供される住 

宅（＊３）の所有、使用または管理

に起因する偶然な事故 

イ．被保険者の日常生活に起因する 

偶然な事故 

（＊１）電車、気動車、モノレール等

の軌道上を走行する陸上の乗用具を

いいます。 

（＊２）正常な運行ができなくなるこ

とをいいます。ただし、運行するこ

とにつき、物理的な危険を伴うもの

をいいます。 

（＊３）敷地内の動産および不動産を

含みます。 
（注）被保険者の範囲は、本人、配偶

者※、同居の親族および別居の未
婚※の子となります。なお、これ
らの方が責任無能力者である場
合は、親権者・法定監督義務者・
監督義務者に代わって責任無能
力者を監督する方（責任無能力
者の６親等内の血族、配偶者お
よび３親等内の姻族に限りま
す。）を被保険者とします。「同
居の親族」とは、本人またはそ
の配偶者と同居の、本人または
その配偶者の６親等内の血族お
よび３親等内の姻族をいいま
す。「別居の未婚の子」とは、本
人またはその配偶者と別居の、
本人またはその配偶者の未婚の
子をいいます。 

 

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法

律上の損害賠償責任の額＋判決により支払を命ぜ

られた訴訟費用または判決日までの遅延損害金－

被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金

を支払ったことにより代位取得するものがある場

合は、その価額－免責金額※（０円） 

 

（注１）１回の事故につき、日常生活賠償保険金額

が限度となります。 

（注２）損害賠償金額等の決定については、あらか

じめ引受保険会社の承認を必要とします。 

（注３）上記算式により計算した額とは別に、損害

の発生または拡大を防止するために必要または

有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等を

お支払いします。 

（注４）日本国内において発生した事故について

は、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受

します。ただし、損害賠償請求権者が同意されな

い場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責

任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超え

る場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ

場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁

判所に提起された場合には示談交渉を行うこと

ができませんのでご注意ください。 
（注５）補償内容が同様の保険契約（異なる保険種

類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含
みます。）が他にある場合、補償の重複が生じ
ることがあります。補償内容の差異や保険金
額、加入の要否をご確認いただいたうえでご
加入ください。 

●保険契約者、被保険者またはこ

れらの方の法定代理人の故意に

よる損害 

●被保険者の業務遂行に直接起因

する損害賠償責任（仕事上の損

害賠償責任） 

●他人から借りたり預かったりし

た物を壊したことによる損害賠

償責任 

●被保険者と同居する親族※に対

する損害賠償責任 

●被保険者の使用人（家事使用人

を除きます。）が業務従事中に被

った身体の障害に起因する損害

賠償責任 

●第三者との損害賠償に関する約

定によって加重された損害賠償

責任 

●心神喪失に起因する損害賠償責

任 

●被保険者または被保険者の指図

による暴行、殴打による損害賠

償責任 

●自動車等※の車両（ゴルフ場敷地

内におけるゴルフカートを除き

ます。）、船舶、航空機、銃器、

業務のために使用する動産また

は不動産の所有、使用または管

理に起因する損害賠償責任 

●戦争、その他の変乱※、暴動によ

る損害 

●地震もしくは噴火またはこれら

を原因とする津波による損害 

●核燃料物質等の放射性・爆発性

等による損害 
など 

 
 

◆上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特別約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の 
項目に記載されておりますので必ずご確認ください。 

 
   〔特約の説明〕 

セットする特約 特約の説明 

条件付戦争危険等免責に関する一部修

正特約（自動セット） 

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ

行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思

想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に

関して行う暴力的行動をいいます。 

 
 

【※印の用語のご説明】 
●「アルバトロス」とは、ホールインワン※以外で、各ホールの基準打数よりも３つ少ない打数でカップインすることをいいます。 
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、
眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 
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●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。 
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの（硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと
同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸（けい）椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれ
ません。）をいいます。 

●「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。 
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 

「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。 
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。 
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状（＊）を含み、次のいず
れかに該当するものを含みません。 
① 細菌性食中毒 
② ウイルス性食中毒 

（＊）継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位（指、顔面等は含まれません。）をいいます。 
・長管骨（上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。）または脊柱 
・長管骨に接続する上肢または下肢の３大関節部分（中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。）。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定
具を装着した場合に限ります。 

・肋骨・胸骨（鎖骨、肩甲骨は含まれません。）。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。 
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害
に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のな
いもの※を除きます。 

●「誤嚥（えん）」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 
●「ゴルフ場」とは、ゴルフの練習または競技を行うための有料の施設（ゴルフ練習場を含みます。）をいいます。 

ホールインワン・アルバトロス費用補償特約（団体総合生活補償保険用）においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、９ホ
ール以上を有するものをいいます。 

●「ゴルフ場敷地内」とは、ゴルフ場※として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される
部分を除きます。 

●「再調達価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金
額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。 

●「時価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額※から使用による消耗分を差し引いた金額をいいま
す。 

●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 
●「支払限度日数」とは、支払対象期間※内において、支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数とします。 

適用される保険金の名称 
・傷害入院保険金 
・傷害通院保険金 

 
●「支払対象期間」とは、支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、入院※が中断してい
る期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。 
適用される保険金の名称 
・傷害入院保険金 
・傷害通院保険金 

 
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 
① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為（＊１）。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリー
ドマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。 

② 先進医療※に該当する診療行為（＊２） 
（＊１）①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定
対象として列挙されているものを含みます。 

（＊２）②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、
診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きま
す。 

●「親族」とは、６親等内の血族、配偶者※および３親等内の姻族をいいます。 
●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの（先進医療
ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）をいいます。なお、先進医療の対象となる
医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。 

●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。 
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。
ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的
医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を１回算定された場合は、最初の１回のみ通院したものとみなします。 

●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。 
●「同伴キャディ」とは、被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成したゴルフ場※に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホール
インワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。 

●「同伴競技者」とは、被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。 
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。 
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）にある方および戸籍上の性別が同一である
が婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 

●「ホールインワン」とは、各ホールの第１打が直接カップインすることをいいます。 
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。 
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 
●「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれて
カップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しません。 
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●この保険は太陽誘電株式会社が保険契約者となる団体契約です。 

被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に 
保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取 
消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。 

●お申込人となれる方は太陽誘電株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員・退職者に限ります。 
●この制度で被保険者（補償の対象者）本人(＊)となれる方の範囲は、太陽誘電株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員・退職者およびその 

ご家族（配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族ならびに家事使用人をいいます。）です。 
(＊)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。 

●この保険の保険期間は１年間となります。保険金請求状況等によっては保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくこ 
とがあります。あらかじめご了承ください。 

●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につ 
きましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償 
等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。 

 
●＜経営破綻した場合等の保険契約者の保護について＞ 

・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお 
支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。 

・この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（破綻時に常時使用する従業員等の数が２０人以下の法人をいいます。）またはマンション管理組合 
である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります（保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合（以下、「個人等」 
といいます。）以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、 
その被保険者にかかわる部分については、下記補償の対象となります。）。 

・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この 
保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。保険金・解約返れい金等 
は８０％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から３か月までに発生した事故による保険金は１００％補償されます。 

 
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。 

損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保 
険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。 

 
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 
 
●保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡 
保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内 
いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から３０日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、ま 
たは事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 

 
●保険金のご請求時にご提出いただく書類 
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類 
をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 
【ご提出いただく書類】  以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの 
○引受保険会社所定の保険金請求書 ○引受保険会社所定の同意書 ○事故原因・損害状況に関する資料 
○被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料（住民票、健康保険証（写） 等） 
○引受保険会社所定の診断書 ○診療状況申告書 ○公の機関（やむを得ない場合は第三者）等の事故証明書 
○死亡診断書 ○他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類 
○損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 
○引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類 
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。 
 
●代理請求人について 

高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理 
人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）等（以下「代理請求人」といいます。 
詳細は（注）をご参照ください。）が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。ま 
た、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。 

（注）①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）」 
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合 
「被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親族」 
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合 
「上記①以外の配偶者（＊）」または「上記②以外の３親等内の親族」 
（＊）法律上の配偶者に限ります。 

 
●保険金支払いの履行期 

引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（＊１）をご提出いただいてからその日を含めて３０日以内に、保険金をお支払いするために必要な事 
項の確認（＊２）を終えて保険金をお支払いします。（＊３） 

（＊１）保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保
険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。 

（＊２）保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社が
お支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。 

（＊３）必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された
被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場
合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。 

 
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相 

談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いで 
きないことなどがありますのでご注意ください。 
＜示談交渉サービス＞ 
日本国内において発生した、ゴルファー賠償責任保険特約および日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ 
被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠 
償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。 
＜示談交渉を行うことができない主な場合＞ 

○１回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額がゴルファー賠償責任保険特約および日常生活賠償特約で定める保険金額 
を明らかに超える場合 

○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合 
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合 
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 
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重要事項のご説明 

契約概要のご説明（団体総合生活補償保険(ゴルファープラン、日常生活賠償プラン)） 
 
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますよう

お願いいたします。 

●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合には、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 

●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な 

点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の
管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたも
のとなります。 

 
１．商品の仕組みおよび引受条件等 
（１）商品の仕組み 

この保険は、被保険者（補償の対象者）が法律上の損害賠償責任を負われた場合等に保険金をお支払いします。なお、被保険者の範囲は次のとおり
です。 

主な特約 被保険者の範囲 

ゴルファー賠償責任保険特約 （ａ）本人（＊１） 
（ｂ）本人（＊１）が責任無能力者である場合は、その方の親権者、そ
の他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者

を監督する方（＊２）。ただし、その責任無能力者に関する事故に限
ります。 

日常生活賠償特約 
 

（ａ）本人（＊１） 
（ｂ）本人（＊１）の配偶者 
（ｃ）同居の親族（本人（＊１）またはその配偶者と同居の、本人（＊１）

またはその配偶者の６親等内の血族および３親等内の姻族） 
（ｄ）別居の未婚の子（本人（＊１）またはその配偶者と別居の、本 

人（＊１）またはその配偶者の未婚の子） 

（ｅ）（ａ）から（ｄ）までのいずれかに該当する方が責任無能力者
である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方（＊２）。ただし、

その責任無能力者に関する事故に限ります。 

ゴルファー傷害補償特約 本人（＊１）のみが被保険者となります。 

ゴルフ用品補償特約 

ホールインワン・アルバトロス
費用補償特約（団体総合生活補

償保険用） 
（＊１）加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。 
（＊２）監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の６親等内の血族、配偶者および３親等内の姻族に限ります。 
（注）同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここで

いう同居には該当しません。 
 

（２）補償内容 
  保険金をお支払いする場合は２９ページ～３３ページのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 

①保険金をお支払いする場合（支払事由）と保険金のお支払額 

  ２９ページ～３３ページをご参照ください。 
②保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由） 
２９ページ～３３ページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 

（３）セットできる主な特約およびその概要 
  ２９ページ～３３ページをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 
（４）保険期間 

 この保険の保険期間は、１年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。 
（５）引受条件 
  お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、４～５ページの保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認くだ

さい。ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。 
・保険金額は被保険者（補償の対象者）の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できな 

い保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。 

 
２．保険料 
 保険料は保険金額・保険期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認
ください。 

 
３．保険料の払込方法について 
 表紙をご参照ください。 
 分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。 

 
４．満期返れい金・契約者配当金 
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 

 
５．解約返れい金の有無 
 ご加入の脱退（解約）に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。始
期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもか
かわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「７．解約と解約返れい金」をご参照ください。 
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注意喚起情報のご説明（団体総合生活補償保険（ゴルファープラン、日常生活賠償プラン）） 
 
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必

ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 
●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合には、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な

点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の
管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたも
のとなります。 

 
１．クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等） 
 この保険は太陽誘電株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。 
 

２．告知義務等 
（１）告知義務（ご加入時にお申出いただく事項） 

■被保険者（補償の対象者）には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事
実を正確に知らせる義務のことです。 

■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている
項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解
除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。 

【告知事項】 
・他の保険契約等(＊)に関する情報 
(＊)同種の危険を補償する他の保険契約等で、ゴルファー保険、個人賠償責任保険、団体総合生活補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みま
す。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。 
 

（２）その他の注意事項 
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去３年以内に合計して５万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票
の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。 

   (*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、ゴルファー保険、個人賠償責任保険、団体総合生活補償保険等をいい、いずれも積立保険を
含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。 

■保険金受取人について  

保
険
金
受
取
人 

傷害死亡保険
金 

 

・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、
被保険者の法定相続人にお支払いします。 

（注）傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者
の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保
険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままに

ご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約
後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認
するための署名などをいただきます。 

上記以外 ・普通保険約款・特約に定めております。 
  ■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連

絡ください。 
■ゴルファー傷害補償特約（以下、傷害補償特約といいます。）の被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、
被保険者は保険契約者に傷害補償特約（＊）の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は傷害補償特約（＊）を解約しなければなりませ
ん。 
①傷害補償特約（＊）の被保険者となることについて、同意していなかった場合 
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合 
・引受保険会社に傷害補償特約（＊）に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。 
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 

③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合 
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 
⑤②～④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、傷害補償特約（＊）の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合 
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、傷害補償特約（＊）の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった
場合 

また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に傷害補償特約（＊）の解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提
出が必要となります。 
（＊）傷害補償特約 
その被保険者に係る部分に限ります。 

■複数のご契約があるお客さまへ 
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保
険契約を含みます。）が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いず
れの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄
になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 

(注) 複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化（同居から別
居への変更等）により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。 

＜補償が重複する可能性のある主な特約＞ 

 今回ご加入いただく補償 補償の重複が発生する他の保険契約の例 

① 
団体総合生活補償保険 
日常生活賠償特約、ゴルファー賠償責任保険特約 

自動車保険 
日常生活賠償特約 

② 
団体総合生活補償保険 
ゴルフ用品補償特約 

団体総合生活補償保険 
携行品損害補償特約 

③ 
団体総合生活補償保険 
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約（団
体総合生活補償保険用） 

ゴルファー保険 
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 
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３．補償の開始時期 
始期日の午後４時に補償を開始します。保険料は、表紙記載の方法により払込みください。表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場

合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。 

 
４．保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）等 
（１）保険金をお支払いしない主な場合 

２９ページ～３３ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に 

記載されておりますのでご確認ください。 
（２）重大事由による解除 

次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 

①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害またはケガを発生させ、ま 
たは発生させようとしたこと。 

②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 

③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 
⑤上記のほか、①～④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。 

 

５．保険料の払込猶予期間等の取扱い 
（１）保険料は、表紙記載の方法により払込みください。表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないこ

とがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。 
（２）分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効（または終了）したときには、

未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。 

 

６．失効について 
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡
による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。 

  
７．解約と解約返れい金 

ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。 

・脱退（解約）日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を 
返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未 
経過期間分よりも少なくなります。 

・始期日から脱退（解約）日までの期間に応じて払込みいただくべ 
き保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。 

 

８．保険会社破綻時等の取扱い 
 ３５ページをご参照ください。 
 
９．個人情報の取扱いについて 
２１ページをご参照ください。 

 

10．この保険商品に関するお問い合わせなど 
以下をご参照ください。 

 

 
 

 

 
 
 

この保険商品に関するお問い合わせは 

【代理店・扱者】サンヴァーテックス株式会社 
ＴＥＬ ０２７－３１０－７７７３ 

三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは 

「三井住友海上お客さまデスク」 ０１２０－６３２－２７７（無料） 
電話受付時間：平日 ９：００～１９：００ ／ 土日・祝日 ９：００～１７：００ 

（年末年始は休業させていただきます。） 
万一、ケガをされたり、病気になられたり、事故が起こった場合は 

遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。 
２４時間３６５日事故受付サービス 
「三井住友海上事故受付センター」 

事故は いち早く 
０１２０ － ２５８ －１８９（無料） 

指定紛争解決機関 

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損
害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一
般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター 
〔ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）〕０５７０－０２２－８０８ 

・受付時間〔平日 ９：１５～１７：００（土日・祝日および年末年始を除きます）〕 
・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 03-4332-5241 におかけください。 
・おかけ間違いにご注意ください。 
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 
（https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html） 

始期日                  解約日                満期日 

 

保険期間 

未経過期間 

38 



 

 

 

ご加入内容確認事項  
 

 
 
 
 

ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。 
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望
に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただ
くためのものです。 
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。 
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお
問い合わせください。 

 

１． 保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認
ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。 
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。 
保険金のお支払事由（主契約、セットしている特約を含みます。） 
保険金額（ご契約金額） 
保険期間（保険のご契約期間） 
保険料・保険料払込方法 

 

２．加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。 
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。 
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。 
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。 
 
① 皆さまがご確認ください。 
・ 加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか？ 
「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。 
＊ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令とし
て取り扱うことがあります。 
または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか？ 

・ 加入申込票の「職業・職務」欄（「職種級別」欄を含みます。）は正しくご記入いただいていますか？ 
または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか？ 

・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか？ 
＊ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないもの
についてのご確認は不要となります。 

② 以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。 

◆「複数の方を保険の対象にするタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。 
被保険者（補償の対象となる方）の範囲はご希望通りとなっていますか？ 

◆「所得補償保険をお申込みの場合のみ」ご確認ください。  
保険金額（ご契約金額）は、平均月間所得額（ボーナスを含みます。）の５０％以下となるような口数でお申込
みされていますか？ 

◆「健康状況告知をしていただく契約のタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。 
被保険者（補償の対象となる方）の健康状況を「健康状況告知書質問事項回答欄」に正しくご記入いただいてい 
ますか？ 

 
３．次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。 

・この保険制度に新規加入される場合 
・既にご加入の内容を変更してご継続される場合（被保険者の変更、補償内容の変更、職業・職務・職種級別の変更 
 など） 
・既にご加入されているがご継続されない場合 
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生活サポートサービス 

＊平日とは、土・日・祝日・年末・年始を除いた月～金をいいます。 
＊お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。 
＊本サービスは、当社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない 
場合があります。 

＊本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
 
 
 
 
 
 

ご相談 
無料 

サービス受付電話番号 
サービス受付の電話番号（通話料無料）は、ご契約後にお届けする「ご契約のしおり（約款）」や、
加入者証の案内などをご覧ください。 

 

日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。ＧＫケガの保険、団体総合生活補償
保険など＊をご契約の個人のお客さまとその同居のご家族の方専用サービスです。 
＊詳しくは、代理店・扱者までお問い合わせください。 

＜専任の相談員がお応えします＞ 

 

平日 14:00～17:00 

健康･医療



■健康・医療相談 
 日常の健康･医療に関するご相談や、薬剤全般に
関するご相談に看護師などの専門職がお応えし
ます。また、ご相談内容やご希望に応じて医師
相談（一部予約制）がご利用いただけます。 

■医療機関総合情報提供 
 地域の医療機関情報や救急医療機関、各科の 
専門医などの情報をご提供します。 

■診断サポートサービス 
（各種人間ドック・ＰＥＴ検査機関紹介、 
健康チェックサービス） 

 提携機関をご紹介します。（一部割引有） 
 また、ご自宅で気軽にできる健康チェックを割
引料金でご紹介します。 

年中無休 24 時間対応 

■三大疾病セカンドオピニオン情報提供 
 「三大疾病（ガン、心疾患、脳血管疾患）」診断
後の、セカンドオピニオンに関する情報提供や
ご相談にお応えします。 
＊セカンドオピニオンとは「主治医以外の医師の意見」 
 をいいます。 

■女性医師情報提供、女性医師相談 
 女性医師情報をご提供（産科・婦人科に加え、
内科、皮膚科、肛門科など幅広く対応）する女
性専用のサービスです。 
また、健康に関するご相談に女性看護師または
女性医師（一部予約制）が対応します。 

■介護に関する情報提供 
 老後の備えとして介護は最大の関心事です。介護
保険の仕組みに関することや介護状態になった
場合の介護方法などのご相談にお応えします。 

■介護に関する悩み相談 
 介護を担う人の悩みは多様です。日常の介護の悩
みなど幅広いご相談にお応えします。 

 
 
 

年中無休 24 時間対応 

■公的介護保険で利用できるサービス等に 
関する相談 

 公的介護保険で利用できるサービスや介護サー
ビス提供事業者に関し、情報提供やご相談にお
応えします。 

 

介 護

 

お客さまの行っている事業についてのご相談や、既に弁護士に対応を依頼している案件、訴訟となっている案
件についてのご相談は対象となりません。また、引受保険会社の保険に関連するご相談は、代理店・扱者また
は引受保険会社までお問い合わせください。 

■暮らしのトラブル相談（法律相談） 
 個人の日常生活上のトラブルに関するご相談に 
お応えします。 
弁護士相談は予約制となります。 

■暮らしの税務相談 
 個人の日常生活上の税務相談にお応えします。 
税理士相談は予約制となります。 

暮らしの相談 

平日 10:00～17:00 

■子育て相談（12才以下） 
 妊娠中から小学校卒業までの子育ての悩みや不
安に、専任の相談員がお応えします。 

■暮らしの情報提供 
 冠婚葬祭についてのご質問、ボランティア情報 

■安心な暮らしをサポートする事業者の紹介 
●福祉機器および介護用品のレンタル・販売 
●緊急通報サービス 
●ベビーシッター 
 

年中無休 24 時間対応 

認知症・ 

行方不明時の 

対応相談 

■認知症に関する情報提供と悩み相談 
 社会の高齢化により増加する認知症に対する
疑問にお応えします。専門医療機関の情報 
提供や精神的負担が大きい認知症の日常介 
護についてアドバイスします。 

■認知症の方の行方不明時の対応に関する相談 
認知症の方などが行方不明になってしまった場
合の対応や発見後のケア方法に関するご相談に
お応えします。また、地域包括支援センターなど
を紹介します。 

情報提供・ 

紹介サービス 

健康・介護ステーション 
URL: https://www.ms-ins.com/kenko_kaigo/ 

インターネットにて健康・医療、介護に関する情報をご提供します。 

＜専任の相談員がお応えします＞ 
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